
提出時期

申
請

随時
1ケ月前

吉 不 随時 6ヶ月前まで

①
新
規

②
許
可
換
え
新
規

③
般
特
新
規

④
業
種
追
加

⑤
更
新

⑥
般
特
新
規
十
業
種
追
加

⑦
般
特
新
規
＋
更
新

③
業
種
追
加
＋
更
新

③
般
特
新
規
十
業
追
＋
更
新

0…・提出必要

△…Ⅲ省略可

※…・変更がない場合には省略可

口…・一般のみが特定を申請するとき以外Iま省略可

◇・・・更新業種のものについては省略可

区
分

提出書類

法
定
書
類

様式第1号 建設業許可申請書 0 D O O 0
別紙― 役員等一覧表〈注 1〉 O O D 0 ○ O
別紙二 (1) 営業所一覧表(新規許可等) 0 0 ) O 0
別紙二 (2) 営業所一覧表 (更新) 0 O
別紙三 収入印紙、又は登録免許税領収証書はり付け欄 O O 0 O ○ O
別紙四 専任技術者一覧表 0 O O O 〇

第2号 工事経歴書 ○ O ○ △ 0
第3号 直前3年工事施工金額 O 0 O △ 〇

第4号 使用人数 ○ O ○ △ ○

第6号 誓約書 ○ ○ 0 0 〇

彗暮纂夢
空壁甕型旦J灘翼 モ鯨穐

O O ○ O O
C O 0 O O

第7号 経管証明書 ( 0 O 0 O
別紙 経営業務の管理責任者の略歴書 C C O 0 ○

第8号 専技証明書(新規・変更) C C O ○ C

合格証・実務経験証明書・監理技術者資格者証等 C C ○ ○

第11号 令3-覧表 C C ○ O ○ )

第11号の2 国監者一覧表 C C 口 !ム △ ロ 口 lム l□
第12号 役員等の住所、生年月日の調書〈注3〉 ( C O ○ ○ (

第13号 令3使用人の住所、生年月日の調書 〈注4〉 ) C O O ○ C

定款 O C △ △

第14号 株主 (出 資者)調書 0 ( △ △

第 15～
17号の3

※個人事業者
の場合は第1

8・ 19号

貸借対照表 0 ( △ △ △ △

損益計算書・完成工事原価報告書 0 C △ △ △ △

株主資本等変動計算書 O C △ △ △ △

注記表 O O △ △ △ △

附属明細表 (注 5〉 0 0 △ △ △ △

商業登記簿謄本 0 O △ △

第20号 営業の沿革 0 0 △ O △ ○

第20号の2 所属建設業者団体 O 0 △ △

納税証明書 (法人税その1) O 0 △ △ △ △

第20号の3 健康保険等の加入状況 ○ O ○ ○ 0 ○

第20号の4 主要取引金融機関名 〇 O △ △

確
認
資
料

経

管

常勤性 O 0 0 O O ○

経験 0 O * * *

専

技
常勤性 ○ O 0 O O O
経験 (実務経験、指導監督的実務経験の場合のみ ) 0 0 O ○ ◇

△「
つｏ

常勤性 0 ○ O ○ ○ 0
隆限 0 O

保

険
健康保険・厚生年金 0 O ○ ○ ○ 〇

雇用保険 0 O ○ ○ ○ ○
日

業

所

存在 ○ ○ 0 O O 0
所有 0 0 ○ 0 0 O

*…前回の許可申請時において既に経管として置かれており、その経験年数が7年以上である場合には前回の証明書の写しをもつて代えることができる
く注1〉 個人事業者であっても、経管者については記載する。「役員等」とは、従来からの役員に加え、相談役及び顧間(非常勤を含む)、 総株主の
く注2〉 顧間、相談役、総株主の議決権の100分 の5以上を有する株主については、提出不要。
〈注3〉 経管者は作成しない。顧間、相談役、総株主の議決権の100分 の5以上を有する株主については、賞罰の記載及び署名押印は不要。
く注4〉 役員等が令3条使用人を兼ねている場合は省略可。
く注5〉 附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号 )第 24条

に規定する有価証券報告書の提出会社にあつては、有価証券報告書の写しの提出をもつて附属明細表の提出に代えることができます。
① 資本金の額が1億円超であるもの
② 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの

く注6〉 提出資料のうち、責色の様式についてはH2861から、水色の様式についてはH2811 1か ら、新様式に変更。

○ 確認資料の詳しい内容は、「建設業許可申請等の確認資料について」を参照してください。

量

〔

)



《建設業許可申請等の確認資料について》
国土交通省 九州地方整備局

(平成28年 6月 版)

の提出について

建設業許可の申請及び変更の届出をする際には、申請 (届 出)内容に応じて、確認資料を
提出する必要があります。
提出部数は 1部で、 こ提出してく

ださい。ただし、九州地
局に提出願います。

局から 資料を求められた 、九州地方整備

なお、提出された書類の返却はいたしません。

《注意》
「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」は確認書類ではなく、法定書類です。
申請書等と併せてご提出ください。

申請 (届 出)内容と確認事項

確認資料は、下記の申請 (届 出)内容に応じた確認事項について必要となります。
具体的な資料については次ページ以降を参照してください。

○… 提出必要
△… 当該申請により、業種を追加する営業所及び追加される業種を担当する技術者に係るもの
‐・・前回の許可申請時(申 請の区分は間わない)において、既に経管者として置かれていたものであつて、その

経験年数が7年以上である場合には、前回の許可申請時に提出した経営業務の管理責任者証明書 (様式
第7号 )の 写しをもってかえることができる。

・…営業所の移転に伴つて専任技術者、令3条使用人に変更があつた場合などに必要

確認事項

申請 (届 出)内 容

経営業務の
管理責任者

専任
技術者

令第3条に規定
する使用人

健康保険等の
加入状況

営
´
業 所

常 勤 性 経 験 常 勤 性 経 験 常 勤 性 権 限
健康保険
厚生年金

用
険

雇
保 存 在 所 有

許
可
申
請

新規 O ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ O ○

許可換え新規 O ○ O ○ ○ O O 0 ○ ○

般・特新規 ○ △ △ △ 0 ○ △ △

業種追加 ○ 榛 △ △ △ 0 O △ △

更新 ○ ○ ○ O O ○ ○

変
更
届

営業所の新設 O ○ ○ ○ ○ ○

営業所の
所在地変更 ○ ○

経管者の
変更・追加 ○ O

専任技術者の追加
、担当業種の変更 ○ ○

専任技術者の所属
する営業所の変更 ○

令3使用人
の変更 ○ ○

- 1 -
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常勤性を証明する資料          ｀

下記①、②の両方をご提出ください。

① 住民票の写し(原本)

現住所が住民票と異なる場合は、以下の順でいずれか一つ

ア 住居の賃貸契約書の写し
(契約書記載の賃貸借期間が満了していて、自動継続等の条項がある場合には、
直近3ヶ月分の賃借料の支払いを確認できる資料(領収書等))

イ 公共料金(電気Eガス●水道)の領収書の写し
※本人の氏名及び住所が記載されていない場合は不可

② 以下のうちいずれか―つ                   .
ア 健康保険被保険者証(両面)の写し

※事業所名称が記載されていない場合は不可

※出向者である場合には、出向元と締結している「出向協定書」をあわせて

提出してください。(出 向者氏名の記載がない場合には、出向辞令も必要 )

イ 住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの )

ウ 健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」
‐  工 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの )

オ 確定申告書 (法人においては、表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの))

経験を証明する資料

③経験時の役職に応じて、以下の表のうち、a)及びb)の資料

経験時の役職 a)経験期間、地位の確認資料 b)経験業種の確認資料 ※

法人役員
商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書
閉鎖登記簿謄本

経験期間中の許可通知書の
写し

令第3条に規定
する使用人

就退任時の変更届出書の写し
コ変更届出書
・令第3条に規定する使用人の一覧表
コ令第3条に規定する使用人の略歴書

申請書様式の別紙2(1)の写し

個人事業主 所得税確定申告書 (控)の写し
経験期間中の許可通知書の
写し

※ 許可を有していない期間については、1年に1件以上の契約書等の写し

◎経営業務に準ずる地位にある方(建設業法第7条第1号口該当)については、個別に判断しま
すので、事前にご相談下さい。
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常勤性を証明する資料
下記①、②の両方をご提出ください。

① 住民票の写し(原本)

現住所が住民票と異なる場合は、以下の順でいずれか一つ

ア 住居の賃貸契約書の写し
(契約書記載の賃貸借期間が満了していて、自動継続等の条項がある場合には、
直近3ヶ月分の賃借料の支払いを確認できる資料(領収書等))

イ 公共料金(電気・ガスロ水道)の領収書の写し
※本人の氏名及び住所が記載されていない場合は不可

② 以下のうちいずれか一つ                   .
ア 健康保険被保険者証(両面)の写し

※事業所名称が記載されていない場合は不可

※出向社員である場合には、出向元と締結している「出向協定書」をあわせて

提出してください。(出 向者氏名の記載がない場合には、出向辞令も必要 )

イ 住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの )

ウ 健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」
工 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの )

実 務 経 験 を 証 明 す る 資 料  戯 術者 の要 件 が鳴 齢 締 い 場 合 )

下記③、④の両方をご提出ください。

③ 実務経験の内容を証明するもの
ア 証明者が建設業許可を有している期間については、建設業許可通知書の写し
イ 証明者が建設業許可を有していない期間については、1年に1件以上の契約書

等の写し(請求書のみは不可)

④ 実務経験期間中の常勤を確認できるものとして以下のうちのいずれか一つ
ア 健康保険被保険者証の写し

※ 事業所名と資格取得年 月日が記載されている手,ので 弓ヽ|き締き存職 l´ている場合

に限るハ

イ ねんきん特別便の写し又は 被保険者記録照会回答票、厚生年金加入期間証明書

ウ 住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分 )

キ旨道監督的妻務経験券評田する奮料 戯術者の合格が指導監督的実務経験の場合)

⑤ 指導監督的実務経験証明書の内容欄に記載した工事全てについての契約書等
⑥ 指導監督的実務経験証明期間の常勤を確認できるもの(上記④参照)
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常勤性を証明する資料         
｀

下記①、②の両方をご提出ください。

①住民票の写し(原本)

現住所が住民票と異なる場合は、以下の順でいずれか一つ
ア 住居の賃貸契約書の写し

(契約書記載の賃貸借期間が満了していて、自動継続等の条項がある場合には
直近3ヶ月分の賃借料の支払いを確認できる資料(領収書等))

イ 公共料金(電気ロガス・水道)の領収書の写し
※本人の氏名及び住所が記載されていない場合は不可

② 以下のうちいずれか一つ
ア 健康保険被保険者証(両面)の写し

※事業所名称が記載されていない場合は不可

※出向社員である場合には、出向元と締結している「出向協定書」をあわせて

提出ください。(出 向者氏名の記載がない場合には、出向辞令も必要 )

イ 住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの )

ウ 健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」
工 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの )

権限を証明する資料

③ 委任状 又は辞令の写し
(本人に代表権がない場合、請負契約の見積り、入札、契約締結に関する権限が
当人に対して与えられていることが確認できるもの)

健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料
下記①、②のいずれか一つをご提出ください。

①健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書
②健康保険及び厚生年金保険の納入証明書(原本)

※いずれも、申請時の直前のものであること

雇用保険の加入を証明する資料
下記①、②のいずれか一つをご提出ください。

①労働保険概算口確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の
納入に係る領収済通知書

②雇用保険料納入証明書等 (原本)

※いずれも、申請時の直前のものであること
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存在を証明する資料            ｀

下記①、②の両方をご提出ください。

① 営業所(本店及び支店等)の写真
(申請(届 出)時の状況を撮影し、営業所名、撮影年月日を明記すること)

日外観全景 (看板等を確認できるもの)

(※オフィスビルに入居の場合には、入居者案内板等の写真も必要)

日入口付近  (表札等を確認できるもの )

・ 内部全景  (電話、机等 什器備品等を確認できるもの )

・建設業の許可票  (標識の記載内容が判読可能なもの )

(建設業法第40条に規定する標識 ※新規許可申請及び許可換え新規申請の場合は不要 )

(営業所の新設の場合も必要です) .

② 営業所(本店及び支店等)の所在地図

所有を証明する資料
本店及び支店等の所有の状況に応じて、下記③又は④をご提出ください。

③ 自社所有の場合
・公的機関の発行する書面で、所有の確認ができるもの

(建物の登記簿謄本、固定資産税物件証明書、固定資産評価額証明書 等)

④ 賃借の場合
薔当該建物の賃貸借契約書の写し

(契約書記載の賃貸借期間が満了していて、自動継続等の条項がある場合には、
直近3ヶ月分の賃借料の支払いを確認できる資料(領収書等))

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局

建政部 建設産業課 建設業係

丁EL 092-471-6331
(内線 6145、 6146)

九州地方整備局建政部HP
http://www.qsr.mlit.g6jp/n―park/
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◎ 常勤性について

Ql「住民票の写しjは■方公要団体が発行する原本を提Iするあがう
Ⅲ…………………………………………………

1

Al原本をご提出下さい。

■覇崖雰催肇醤鵬 奄蒻撃信塁忌馳 銭誘げ定する使用力を兼ねている場合、常
|

A21部のみの提出で結構です。

Q31現住所が住民票と異なる場合で、会社の寮に入つているため、提出を求められている資料が存在しない |

1時には、どのような書類を提出すればいいか ?(公共料金は会社で負担し、郵便物は寮宛てで届く場  |
1合 )                                         |

A3以下の2種類の書類をご提出下さい。

①会社が寮を所有していることが確認できる資料(営業所の所有の確認資料を参照)

②寮費等の納入が確認できる資料

◎ 経管の経験について

Q41商業登記簿謄本又iま 履歴事項全部証明書を許可申請書類に添付している蕩ま であ花百確認賛蒋ど
‐
1

1しても提出する必要があるか?                               :
A4同じものを確認資料としても提出する必要はありませんが、商業登記簿謄本等で、必要となる経験期

間を充足していなければ、閉鎖登記簿謄本等のその他の資料が必要になります。

Q51商業登記簿謄禾T履歴事項全部証明書又iI蘭額豊記薄謄茉iまT専しあ提出ても可能が李
Ⅲ………………

1

A5原本を提出願います。

◎ 専技の経験について

Q61指導監督的実務経験証明書に記載した工事の契約書等が無い場合、代表者による証明や過去に提出 |

|した工事経歴書を提出することで代用可能か?                        :
A6申請者の作成による書類で代用することは出来ません。契約書等が無い場合には、当該工事のエ

事名、発注者、請負金額、工期が確認できる客観的な資料をご提出下さい。

◎ 令 3条使用人の権限について

Q71萎任状iま定められた様式等があるのが

'…

………………………………………………………………Ⅲ
l

Aフ 定められた様式はありません。以下の点をみたしている資料を提出願います。
①委任者、受任者が記載され、記名押印があること
②請負契約に関する権限等が委任されていること

◎ 営業所の存在について

Q81写真を貼付する用紙があるが、この用紙以外に写真を貼り付け(印刷し)て提出することは可能か?  i
A8可能です。ただし、営業所の名称、撮影日等を明記してください。

Q91マンションの一室を営業所としており、マンションには看板等が無い場合、外観の写真はどうすればいい |

|か ?                                                     |

A9外観の写真とともに、マンションの案内板又は郵便ポスト等、そのマンションに入居していることが確
認できる写真を撮影してご提出下さい

Q101営業所の地図は、インターネットによるものでも可能か?                    |
A10可能です。

◎ 全般

Qlll住 民票の写しや写真などに、発行日、撮影日の制限はあるのか?                |
All申請日前3ヶ月以内のものをご提出下さい。

Q121提 出した書類は返却されるのか?                             |
A12提出された書類の返却はいたしません。
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表紙 (主たる営業所用 ) 平成29 年  9月 19日

国 十 春 涌 省 力_相皿 ナ 暮 備 目

建政部 建設産業課  宛

提 出 資 料
商号又は名称 行政書士法人A.Iファースト福岡事務所

作 成 者 等 所属等        氏名 代表取締役 長江 博仁

丁EL 092-406-5169 FAX 092-406-5179

建設業許可申請に係る確認資料の提出について

今般、国土交通大臣許可の申請を行つたので、下記の営業所、経営業務の管理責任者、令第3条に規

定する使用人及び当該営業所に置いている専任技術者の確認資料を提出します。

許 可 番 号
国

十
交

置 奔 璽
許可(般 ― 28 ) 第 24255fチ

営 業 所 の 名 称 本店

営 業 所 の 所 在 地 福岡 県 春 日市宝町1-1-3
経
営
業
務
の
管
理
責
任
者

氏 名 古場 勝志 生年月日 S37年 2月 13日 生

常勤性の確認資料
ロ

レ

住民票  又は( 賃貸契約書の写し

健康保険被保険者証の写し 又は (

経 験 の 確 認 資 料
レ

ロ

登記簿謄本等   又は (

許可通知書の写し 又は (

専

任

技

術

者

氏 名 川 口 昌孝 生年月日 S30年  6月 30日 生

常勤性の確認資料
ロ

ロ

住民票  又は (

健康保険被保険者証の写し 又は (

)

)

経 験 の 確 認 資 料 □ 内容の証明    □ 期間の証明    □ 契約書等

氏 名 生年月日 年  月  日生

常勤性の確認資料
□

　

□

住民票  又は (

健康保険被保険者証の写し 又は (

)

)

経 験 の 確 認 資 料 □ 内容の証明    □ 期間の証明    □ 契約書等

氏 名 生年月日 年  月  日生

常勤性の確認資料
□
　
□

住民票  又は (

健康保険被保険者証の写し 又は (

)

)

経 験 の 確 認 資 料 □ 内容の証明    □ 期間の証明    □ 契約書等

氏 名 生年月日 年  月  日生

常勤性の確認資料
□ 住民票  又は (

健康保険被保険者証の写し 又は (□

経 験 の 確 認 資 料 □ 内容の証明    □ 期間の証明    □ 契約書等

健康保険等の加入状況
□ 健康保険及び厚生年金保険の保険料納入に係る領収証書 等

□ 労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済み通知書 等

営業所の存在日所有関係
□

　

□

建物の登記簿謄本等

賃貸契約書の写し

□

　

□

写真 ※ (注)3

所在地図

(注)1 この報告書は、主たる営業所について作成すること。
2記入する箇所以外は該当する事項をチェックすること。           .
3営業所の写真はA4の用紙に貼付し、営業所名・撮影場所・撮影日を明記すること。



表紙 (従たる営業所用 )

国十書涌省 力.州地方整備届

建政部 建設産業課  宛

平成  年  月  日

提出資料  商号又は名称 、

作 成 者等 所属等        氏名

丁EL               FAX
(従たる営業所のみの変更届の場合には、記入してください)

営 業 所 の 名 称

営 業 所 の 所 在 地 県

市
第

３
条

の
使

用
人

氏 名 生年月日 年  月  日生

常勤性の確認資料
□

□

住民票  又は (

健康保険被保険者証の写し 又は (

)

)

権限の確認資料 □ 委任状 又は 辞令の写し

専

任

技

術

者

氏 名 生年月日 年  月  日生

常勤性の確認資料
□ 住民票  又は (

健康保険被保険者証の写し 又は (□

経 験 の 確 認 資 料 □ 内容の証明    □ 期間の証明    □ 契約書等

氏 名 生年月日 年  月  日生

常勤性の確認資料
□ 住民票  又は (

健康保険被保険者証の写し 又は (□

経 験 の 確 認 資 料 □ 内容の証明    □ 期間の証明    □ 契約書等

氏 名 生年月日 年  月  日生

常勤性の確認資料
□ 住民票  又は (

健康保険被保険者証の写し 又は (

)

)□

経 験 の 確 認 資 料 □ 内容の証明    □ 期間の証明    □ 契約書等

氏 名 生年月日 年  月  日生

常勤性の確認資料
□ 住民票  又は (

健康保険被保険者証の写し 又は (

)

)□

経 験 の 確 認 資 料 □ 内容の証明    □ 期間の証明    □ 契約書等

健康保険等の加入状況
※ (注 )4

□ 健康保険及び厚生年金保険の保険料納入に係る領収証書 等

□ 労働保険概算口確定保険料申告書及び領収済み通知書 等

営業所の存在・所有関係
□

□

建物の登記簿謄本等

賃貸契約書の写し

□

□

写真 ※ (注)3

所在地図

(注)1 この報告書は、従たる営業所について作成すること。
2記入する箇所以外は該当する事項をチェックすること。
3営業所の写真はA4の用紙に貼付し、営業所名口撮影場所口撮影日を明記すること。
4本店一括での加入の際には、添付不要



営業所の名称 :

平成  年  月  日 撮影

建物の全景を撮影してください。
その際、看板等を確認できるようにして下さい。
(看板等が入らない、小さくなるような場合には

看板等を別に撮影してください)

入 口付近 平成  年  月  日 撮影

表札等 (営業所名等 )を確認できるように撮影して下さい。

営業所の名称及び撮影年月日を記入してください。
この用紙以外に写真を貼付する場合等 (デジタルカメラで撮影したものを印昴1した場合)は、

用紙 (A4)に 、営業所名、撮影場所、撮影日等を明記して下さい。



営業所の名称 :

平成  年  月  日 撮影

電話、机等什器備品を確認できるように撮話して下さい。

平成  年  月  日 撮影

建設業法第40条に規定する標識を
記載内容が判読できるように撮影してください。
(新規許可申請の場合には必要有りませんが、

営業所の新設の場合には必要です )

営業所の名称及び撮影年月日を記入してください。

この用紙以外に写真を貼付する場合等 (デジタルカメラで撮影したものを印刷した場合)は、
用紙 (A4)に、営業所名、撮影場所、撮影日等を明記して下さい。



確認資料の綴り方等

従たる営業所所在地図

従たる営業所確認資料

表紙 (従たる営業所用 )

主たる営業所写真

主たる営業所所在地図

主たる営業所確認資料

表紙 (主たる営業所用 )

※サイズはA4で統一し、散逸しないようまとめること。


